
 

 

－ 1 － 

 

農
林
水
産
省 

○
経
済
産
業
省
令
第
二
号 

 
環 

境 

省 
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る

の
規
定
に
基

及
び
同
法
を
実
施

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
実
施
機
関
に
関
す
る
省
令
を
定

 

令
和
七
年
一
月
三
十
一
日 

農
林
水
産
大
臣 

江
藤 

 

拓 

経
済
産
業
大
臣 

武
藤 

容
治 

環
境
大
臣 

浅
尾
慶
一
郎 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
実
施
機
関
に
関
す
る
省
令 

 

第
一
条 

こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る

使
用
す
る
用
語
の
例

 

の
指
定
の

 

第
二
条 

法
第
五
十
七
条
の
十
九
第
二
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書



 

 

－ 2 － 

を
主
務
大
臣
に
提
出

 
一 
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

二 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

三 

行
お
う
と
す
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
の
範
囲 

四 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

２ 

前
項
の
申
請
書

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

 

一 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

二 

最
近
の

び
損
益
計
算
書
等
資
産
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

三 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書 

四 

申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類 

五 

役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

六 

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

七 

現
に
行

業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 



 

 

－ 3 － 

八 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
相
当
す
る
事
務
又
は
そ
れ
と
類
似
す
る
事
務
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類 

九 
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

十 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類 

十
一 

法
第
五
十
七
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面 

十
二 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

の
一
部
委
託
の

 

第
三
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
十
九
第
四
項
の
承
認
を
受

次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

 

一 

事
務
を
委
託
し
よ
う
と
す
る

こ
の
条
及
び
次
条

氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

代
表
者
の
氏
名 

二 

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
範
囲 

三 

委
託
し
よ
う
と
す
る
期
間 
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四 

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
委
託
契
約

受
託
者
が
当
該
事
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め

の
措
置
と
し
て
付
す
る
条
件
の
内
容 

五 

受
託
者
の
選
定
に
係
る
基
準 

２ 

前
項
の
申
請
書

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

 

一 

理
由
書 

二 

事
務
の
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類 

三 

受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

受
託
者
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

四 

最
近
の

び
損
益
計
算
書
等
資
産
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

五 

受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

受
託
者
の
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

六 

受
託
者
が
現
に
行

業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

七 

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
又
は
そ
れ
と
類
似
す
る
事
務
に
係
る
受
託
者
の
実
績
を
記
載
し
た
書
類 

八 

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

九 

委
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類 
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十 

受
託
者
が
法
第
五
十
七
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

す
る
書
面 

十
一 
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

の
一
部
委
託
の

 

第
四
条 

主
務
大
臣

前
条
第
一
項
の
申
請
書
の
提
出

場
合

申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
と
認

承
認

 

一 

事
務
の
委
託
が
当
該
事
務
の
効
率
化
に
資

 

二 

受
託
者
の
そ
の
受
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
が
当
該
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実

施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

 

三 

受
託
者
が
前
号
の
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有

 

四 

受
託
者
が
そ
の
受
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
以
外
の
業
務
を
行

場
合

業
務
を
行
う
こ
と
に

当
該
事
務
が
不
公
正

 

五 

受
託
者
が
法
第
五
十
七
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

 



 

 

－ 6 － 

六 

指
定
実
施
機
関
が
そ
の
委
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

 

七 

受
託
者
が
そ
の
受
託
し
よ
う
と
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
再
委
託
す
る
場
合

指
定
実
施

機
関
が
当
該
再
委
託
さ
れ
る
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る

 

の
変
更
の

 

第
五
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
の
届
出

次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

 

一 

変
更
後
の
指
定
実
施
機
関
の
名
称
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 

の
選
任
又
は
解
任
の
認
可
の

 

第
六
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
の
認
可
を
受

次
に
掲
げ
る



 

 

－ 7 － 

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

 
一 
役
員
と
し
て
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
解
任
し
よ
う
と
す
る
役
員
の
氏
名 

二 

選
任
又
は
解
任
の
理
由 

三 

選
任
の
場
合

者
の
略
歴 

２ 

前
項
の
場
合

選
任
の
認
可
を
受

同
項
の
申
請
書

役
員
と
し
て
選
任
し

よ
う
と
す
る
者
の
就
任
承
諾
書
及
び
法
第
五
十
七
条
の
二
十
第
二
項
第
四
号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
関
す
る
誓
約
書
を

添

 

の
認
可
の

 

第
七
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
前
段
の
認
可
を
受

旨

を
記
載
し
た
申
請
書
に
事
務
規
程
の
案
を
添

主
務
大
臣
に
提
出

 

２ 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
四
第
一
項
後
段
の
変
更
の
認
可
を
受

次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 
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二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 
変
更
の
理
由 

の

 

第
八
条 

法
第
五
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
関
し

必
要
な
事
項

次

 

一 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項 

二 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
行
う
事
務
所
に
関
す
る
事
項 

三 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
行
う

そ
の
他
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項 

四 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
の
実
施
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
及
び
情
報

に
関
す
る
事
項 

五 

手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

六 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の

の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
措
置
を
含

及
び
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項 

七 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
の
漏
え
い
が
生
じ
た
場
合
の
措
置
に
係
る
事
項 



 

 

－ 9 － 

八 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
関
す
る
苦
情
及
び
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
事
項 

九 
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項 

十 

そ
の
他
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

の
認
可
の

 

第
九
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項
前
段
の
認
可
を
受

旨

を
記
載
し
た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添

主
務
大
臣
に
提
出

 

２ 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
五
第
一
項
後
段
の
変
更
の
認
可
を
受

次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 

の

 

第
十
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
五
第
二
項
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
に
貸
借
対
照
表
を
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添

主
務
大
臣
に
提
出

 

の
備
付
け
等

 

第
十
一
条 
指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
帳
簿
を
一
年
ご
と
に
閉
鎖

国
際
協
力
排

出
削
減
量
関
係
事
務
を
廃
止
す
る
と
き
ま
で
保
存

 

２ 

法
第
五
十
七
条
の
二
十
七
の
主
務
省
令
で
定
め
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
関
す
る
事
項

次
に
掲

 

一 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
の
実
施
状
況 

二 

手
数
料
の
収
受
の
状
況 

３ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

電
磁
的
方
法

を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
記
録

当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用

い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存

当
該
記
録
の
保
存

第
一
項

に
規
定
す
る
帳
簿
の
保
存
に
代

 

の
休
廃
止
の
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第
十
二
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
三
十
第
一
項
の
許
可
を
受

次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
主
務
大
臣
に
提
出

 

一 

休
止

又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
の
範
囲 

二 

休
止

又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

期
間 

三 

休
止
又
は
廃
止
の
理
由 

の
引
継

 

第
十
三
条 

指
定
実
施
機
関

法
第
五
十
七
条
の
三
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項
を
行

 

一 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
を
主
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と

 

二 

国
際
協
力
排
出
削
減
量
関
係
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
主
務
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と

 

三 

そ
の
他
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

附 

則 

こ
の
省
令

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
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の
施
行
の

か
ら
施
行

 


